
人間らしく働く産めの九州セミナー

＄

｢残業代を払って＜湘鰹い」
｢長時間労働で＜脆く脆」
｢仕事をや繊させて＜綱曜い」
｢瀞諦i潅ﾂM』fちれ卿
労働者を法律に違反して働かせ使いつぶす

ブラック企業、ブラックバイトが横行してい

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態ｌＥｌ正社員、パート、アルバイトなど雇用形態は違っても、労働

者には、人生と家族を守り、健康で安心して働き続ける権利

があります。

私たちは、ブラック企業、ブラックバイトの実態を告発し、

なくす運動に取り組んでいます。そのために、あなたの経験

をアンケートで間かせてください。

お寄せいただいたアンケートは集計し、人間らしく働くための九州セミナー

の資料に使用させていただきますｂまたブラック企業、ブラックバイトの実

態としてマスコミやホームページに公表しますｂアンケートは上記目的以外

には使用いたしません。回答者を特定できる情報の開示もいたしません。
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割佐賀市文化会館憾繍
ブラック企業､ブラックバイトに負けないために、っ
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ブラック対策委員会
人間らしく働くための九州セミナー佐賀県実行委員会
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佐賀県労働組合総連合気付

人間らしく働くための九州セミナー

佐賀県実行委員会行
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佐賀市水ケ江１丁目３－１７

差出有効期間

平成２８年３月３１日

切手はいりません
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どのくらいの期間働いていますか？

s狗鳳|鵠|蕊|蕊|鑑|蕊|綴
10日11日12日14日'16日'18日20日
７日８日９日１０日１２日１３日１５日

５日６日６日８日９日１０日１１日

３日４日４日５日６日６日７日

１日２日２日２日３日３日３日
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1週間に働く時間は？

・皇

．:読識働縄合憾錫葱庭の瞭汽
．労働組合は、あなたが働きながら困ったことや辛いと

。思った時に相談にのり、あなたの権利を守るために一緒

．に活動します。職場で労働組合を作れなくても、－人で

．。も入れる労働組合があります。働きながら「おかしい｣｢許

・せない」と思ったら、あきらめないで労働組合に相談し
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あなたの年齢は□１０代□20代□３０代□40代以上

性別は口男性口女性

雇用形態は口公務員→口正規雇用口非正規雇用

口民間労働者

｜→口正規雇用ロパーートロアルバイト
ロ派遣□その他（）

口学生アルバイト

ロ無職

労働組合はありますか□ない□ある→口加入口未加入

お仕事は何ですか（）

お仕事先はどこですか口佐賀県内口佐賀県外
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３５％以上

深夜労働午後１０時～翌午前５時

燐働譲件憾書衝で鴫示が識、：
事業主は、労働者に（アルバイトも)、賃金、始業・

終業時刻、休日、休暇、残業の有無などの労働条件を

書面で示さなければなりません｡自分の労働条件をし：
つかり確認しましょう。

一一書峯。

1-M'岬繕りっ"画；

残業代ちゃんと蓬らってますか

１日８時間･週４０時間、週休１日を超え

る労働には、割増賃金の支払いを求めましょ

う。労働時間は１分単位で計算されなければ

なりませんし、仕事前の打ち合わせや着替え

などの準備作業も労働時間に含まれます。

時闇外、郷国識薪び深夜、

層11圏厩圏園
時間外労働①１日８時間を超えた分

燐働譲件は書薗で鴫示瀞義瀕

事業主は、労働者に（アルバイトも)、賃金、始業・

終業時刻、休日、休暇、残業の有無などの労働条件を

書面で示さなければなりません。自分の労働条件をし

っかり確認しましょう。
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｡露パート､アルバイト､派遣篭lｊつば葱
ｐ

パート・アルバイト・派遣だから、Ｂ

蕊
パート・アルバイト・派遣だから、有給休

暇はない、健康保険・厚生年金も加入できな

いと思ってはいませんか。有給休暇は正社員

と同様にとることができます。また、労働日

数、労働時間によっては健康保険・厚生年金

も加入できますので、労働組合や労働基準監

督署・年金事務所に相談しましょう。

パート・アルバイト・派遣だから、有給休

暇はない、健康保険・厚生年金も加入できな

いと思ってはいませんか。有給休暇は正社員

と同様にとることができます。また、労働日

数、労働時間によっては健康保険・厚生年金

も加入できますので、労働組合や労働基準監

督署・年金事務所に相談しましょう。
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ミ
時間外労働②椴需鱒蝋蕊繍50%以上
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雨

仕事車のケ櫛や嬬気は講災申請Ｌよう

仕事中や通勤中のケガ、仕事が原因でかかった病気

の治療費は自己負担せず、事業主が加入する労災保険

から払ってもらうことができます。また、休業中の収

入も補償してもらえます。この申請を労災申請と言い

ます。小さいケガだから、仕事が原因かどうか分から

ないから、事業主が労災と認めないからとあきらめず

に、労働基準監督署や労働組合に相談しましょう。労

働者には健康で働く権利が保障されています。
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需憲富責任って､お瀞しく葱L，？

休日労働法定休日労働

唾琴皇'鰯雲観

時間外十深夜時間外25％､深夜25％

「皿を割った」「レジのお金が合わない」か

らと給料から天引き。ちょっと待った１仕事

にミスはつきもの。その程度のことで、労働

者に損害を請求することはできません。店の

商品を買わされたり、仕事の交代を自分で探

せと指示されるなんてあってはならないこ

と。事業主の責任を労働者の『自己責任』に

すり替えられないようにしましょう。
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－ブラック企業｡ブラックバイト回チェックリスト－

雪冒購ｉ

左のチェックリストのうち､思い当たるものに回してください

＃ツ あなたの経験をアンケートでお聞かせください｡回答部分は切り

離して､切手を貼らずに投函してください。

その他にブラックだと感じた経験があればお書きください

（ ）

Ｑ２仕事中にケガ(やけど､ギックリ腰､熱中症など)をしたり､仕事が原

因と思われる病気(過労､うつ病など)にかかったことがありますか。

□ない

□ある→どのようなケガ､病気ですか（）

Ｑ３Ｑ２で｢ある｣の方､そのことで労災申請しましたか。

※労災申請とは、仕事中や通勤中のケガ、仕事でかかった病気の

治療責や休業補償を事業主が加入している労災保険から払って

もらうことですｂ

口労災申請をした

口事業主から反対されて申請しなかった

口労災申請のことを知らないので申請しなかった

口労災かどうか判断できなかったので申請しなかった

□ その他（）‐

Q４労働条件に関する疑問や不満を誰か(どこか)に相談したことが

ありますか｡複数回答してけつこうです。

□ある→口事業主口上司・同僚口家族・親戚

口友人口労働基準監督署・ハローワーク

ロ学生時代の恩師口弁護士等

口労働組合□SNS,ネット等

□ その他（）

□ない→口疑問や不満がないから口相談しても解決しそう

にないから口相談先が思い浮かばないから

□ その他（）

ご協力ありがとうございました｡裏面もご記入ください。

あなたの職場は大丈夫?一つでも当てはまればアラツウです

①労働契約言や雇い入れ通知書をもらっていない。

②求人内容や採用時の条件より悪い働き方になっている。

③就業規則を見たことがない、見せてくれない。

④仕事に必要な道具や制服に自己負担がある。

⑤試験や授業があるのにシフトに無理やり入れられる。

⑥月６０時間以上の残業をしている。

⑦タイムカードがあるけど、打刻の時間が実態とは異なる。

⑧週に１日以上の休みが取れない。

⑨長時間労働で疲労が抜け式頭も体も思うように動かない。

⑩残業代が支払われない（例えば１日８時間以上、週４０時間以上

の労働に対しては割増賃金が支払われることが法律で定められてい

ます）

⑪仕事のミスによる損害を一方的に弁償させられた。

⑫｢名ばかり管理職｣になり仕事や責任が増えたが､手当がつかない。

⑬「おまえはクズだ｣など人格を否定・非難された。

⑭医師から｢休みが必要｣と診断をされても休ませてもらえない。

⑮不合理な配置転換をされる。

⑯セクハラ、パワハラをされた。

⑰育児、出産を理由に嫌がらせを受けたり、働き方を不利にされた。

⑱働いている人の入れ替わりが激しい。

⑲「こんな仕事辞めてやる｣という同僚の声がいつも聞こえる。

⑳辞めたくても辞めさせてもらえない。
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